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ただし、 本文内にある注の内容は本紙では省略している。

デジタル時代における匿名表現の'‘可能性 ＂

と
“

危険性 ＂

とは， どのような性質を持つもの

なのか。匿名表現の自由について研究している
総務省職員の海野敦史氏は， 個人の研究とし
て発表した論文 I9)で， アメリカの学会における

匿名言論の評価について， 利点と問題点に分
けて整理している。前述のように日本の発信者

情報開示は， アメリカの学説や法律を参考に
制度設計された経緯があるため， 先行研究の
整理は示唆に宮んでいる。 海野氏がまとめた匿

名言論の利点と問題点を以下に要約した。

（匿名言論の利点）

①萎縮しないで本音を言いやすくなる
言論の総枇増加 ． 思想の自由市場が発展

②少数意見や内部告発などが可能に
民主主義の過程で沢煎な役割を呆たす

③言論に伴って受けるおそれのある報復・脅迫
などのリスクから首論者を保護

④偏見に基づく誤った理解を防止
実際の表現内容のみで趣旨が理解される

（匿名言論の問題点）

①思想などが同じ者どうしのフォ ー ラム形成
異なる思想の排除に傾斜しがち

②不誠実な表現活動と虚偽の情報拡散
説明買任なく他全な政治システムの対枢に

③ハラスメント・差別など有害行為を助長
マイノリティ ー集団の議論参画の機会減少

④違法行為の隠れ疫として利用されるリスク
名脊毀損などの述法な言論も放牲されがち

⑤内容の妥当性や信頼度を判断するため言論者
の経歴 ・ 索性を知るのに追加的負担

（海野敦史氏の論文より抜粋要約）
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挙げられた「匿名言論の問題点」の多くは，
SNSの普及をはじめとする急速なデジタル化に
伴って急激に増大し， 誹謗中価をはじめとする
さまざまな社会課題として顕在化している。 そ
れに比べて「匿名言論の利点」については，
学識者の間では論じられていても， 一般社会
ではそれほど意識されていないように感じる。
こうしたギャップがある中， 問題点ばかりが顕
在化していくことは， ネット上の匿名発信の規
制を求める意見が社会の中で増えてきてもおか
しくない， 危うさをはらんでいる。

海外では， 実際に匿名表現に対する直接規
制が行われている例もあり， 表現の自由に対す
る重大な影響が出ていることが報告されてい
る。

このうち韓国では， ネット上の攻賂的な投稿
や誹謗中僅などを抑えるため，2004年からイ
ンタ ーネットの選挙掲示板の利用者を対象に，
そして2007年からは一 般掲示板も対象に， 利
用者の本人確認を義務付ける「インタ ー ネット
実名制」が源入された。 表現の自由の保障と
いう観点から，規制に対する批判の声が多かっ
たことはもちろんだが，研究者らの分析による
と， 誹謗中 1蒻などネガテイプな表現を含む投
稿の抑制効果は部分的・限定的だったのに対
し， 全体の投稿数は明らかに減少し， 実名を
義務付ける規制が表現行為を萎縮させる方向
に作用したことが報告されている。 こうした中
で2012年8月に， 憲法裁判所（＝最高裁）が
規制自体を述憲と判断し， 実名制は廃止され
た201
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また， ロシアでは ， ネット上の匿名表現へ
の法規制が政府の言論統制に悪用されている
と指摘されている。 マレ ーシアでも， 偽情報を
発信した者に刑事罰を科す法律が制定され，

※海野敦史「匿名表現の自由の保障の程度―米国法上の議論
を手がかりとして―」（『情報通信学会誌』37巻1号、p.3）
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